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篠田教育長：　それでは、ただいまから本日の会議を開きます。 

　直ちに日程に入ります。 

　まず、会議録署名者の件ですが、本件は、会議規則第20条の規定によりまして、私か

ら御指名申し上げます。 

　会議録署名者として、中村委員と志々田委員を御指名申し上げますので、御承諾をお

願いします。ありがとうございます。 

　本日の会議議題はお手元のとおりです。 

　議題のうち、公開になじまないものがあれば最後に回して審議したいと思いますが、

いかがいたしましょうか。よろしいですか。 

篠田教育長：　それでは、本日の議題は全て公開で審議することといたします。 

 

報告・協議１　令和９年度広島県・広島市公立学校教員採用候補者選考試験について 

 

篠田教育長：　それでは、報告・協議１、令和９年度広島県・広島市公立学校教員採用候補者選考試

験について、迫教員採用企画室長、説明をお願いします。 

迫教員採用企画室長：　報告・協議１により、令和９年度広島県・広島市公立学校教員採用候補者選考試験の

実施について説明いたします。 

　資料の「１募集校種・職種・教科等」を御覧ください。 

　（１）には、選考を行う校種・職種・教科（科目、分野）及び校種ごとの採用見込人

員を示しております。広島県の合計は796人、広島市の合計は289人、全体で1,085人と

なり、昨年度より34人増でございます。 

　（２）には、「一般選考【大学３年生等チャンレンジ受験】」の募集校種・職種・教科

等を示しております。 

　資料２ページ「２日程・概要」を御覧ください。 

　（１）から（３）までの流れで選考試験を実施します。 

　（１）の表を御覧ください。選考区分ごとの試験項目を示しております。「社会人を

対象とした特別選考」と、その右の「臨時的任用等教職経験者を対象とした特別選考」

において、昨年度から変更点がございますので、後程説明いたします。 

　（２）については昨年度からの変更はございません。 

　次に資料３ページ「３試験制度の改正」を御覧ください。 

　先程御説明しました２点の変更について説明いたします。 

　１点目は、社会人を対象とした特別選考の校種・教科の追加でございます。 

　追加した校種・教科は中学校技術・家庭（技術）、中学校・高等学校外国語（英語）

でございます。 

　いずれの校種・教科も、免許所有の受験者が今後増える見込みがないため、民間企業

等の勤務実績があり専門性を有する社会人を対象とした特別選考に追加し、受験者を確

保したいと考えております。 

　２点目は、臨時的任用等教職経験者を対象とした特別選考の見直しでございます。 

　第１次選考試験について、所属校での実績や具体的な取組状況等の実践的指導力を評

価することは変わりませんが、集団面接から個人面接にすることで、一人一人の実践状

況や人柄を丁寧に把握できると考えております。 

　続いて、「４受験者確保に向けた取組」を御覧ください。 

　新卒者、既卒者それぞれに応じた取組を行っております。 

　まず、（１）の新卒者に対する取組ですが、広島県の教員を志望している方や、県外

在住で広島県の採用情報を得にくい方などを対象に、県名簿登載者有志が企画するオン

ラインイベントとして、「広島県で教員になろうよ！オンラインカフェ」を開催したし

ます。昨年度３月に実施したところ参加者に大変好評でしたので、今年度は、実施の時

期や内容などを計画的に開催したいと考えております。 

　その他、名簿登載者を対象とした「広島県教員スタートミーティング」や、大学３年

生等チャレンジ受験の広報について、これまでの取組をさらに充実してまいります。 

　次に（２）既卒者を対象とした取組です。 

　民間企業が主催する転職や求人に関するイベントやサイトを活用し、広島県の教育の

特色や教職の魅力・やりがい、広島県教員の勤務条件等を発信してまいります。 

　また、知事部局と連携を図り、移住促進イベントへのブース出展や、観光課が作成し
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たコンテンツを活用した広島県の魅力発信など、広報活動のさらなる充実を図ってまい

ります。 

　その他、既卒者が参加しやすいよう、都合のよい日時で予約できる社会人対象のオン

ライン個別相談会や、社会人に特化した内容で実施するオンライン説明会など、教員志

望の既卒者の取り込みに向け、積極的に取り組んでまいります。 

　明日以降も、全国で採用試験説明会を実施してまいりますが、一人でも多く志願者が

増えるよう、広島県教育の魅力をしっかりと伝えてまいります。 

　説明は、以上でございます。 

篠田教育長：　ただいまの説明に対しまして、御質問又は御意見がありましたらお願いいたします。 

中 村 委 員：　はい。「４　受験者確保に向けた取組」の「（１）新卒者（大学生）に対する取組」の

①ですが、「名簿登載者有志が企画するオンラインイベント」というのはどういった内

容でしょうか。名簿登載者というのは、いわゆる合格した人のことですよね。その有志

が企画するとなるとどのような内容なのでしょうか。 

迫教員採用企画室長：　これは昨年度初めて実施した取組でございます。これから受験を考えている方の不安

の軽減や、広島県の教員になりたいという思いを高めていただきたいということで、昨

年度の名簿登載者に声かけをさせていただきまして、名簿登載者の有志が企画して、名

簿登載者による座談会であったり、質問コーナーであったりといったことを行っており

ます。参加者から大変好評だったと言うことでお伝えさせていただきましたが、参加者

の皆さんからは、「名簿登載者の志望の理由を聞くことで、自分がどのような教員にな

りたいのか考えるきっかけになった」「身近に広島県を受験する人がいないので、先輩

から話を聞くことができて大変参考になった」といった声をお聞きしているところでご

ざいます。また、このイベントを実施した名簿登載者からも「改めて自分の目指してい

る教員像を整理することができて、４月から教員として頑張っていきたい気持ちが高ま

った」といったような、双方にプラスの面があったと思っておりますので、更に拡充で

きればと思っているところでございます。 

中 村 委 員：　つまり、採用試験に合格してまだ就職していない大学４年生の学生さんが、３年生以

下のこれから受験をするつもりの後輩に志望動機などを説明するということですね。非

常に面白い、良い企画だと思いました。 

志 々 田 委 員：　社会人を対象とした特別選考について、技術・家庭は、工業系・理科系の人材がいる

大学のうち、教員免許を出していない大学もありますし、免許保有者が少なく先生にな

ってくれる方が少ないことから理解はできますが、もう一つの外国語（英語）は多く免

許を出している種類ではないかと思います。採用必要数を充足できていないというのは、

どのような状況なのでしょうか。 

迫教員採用企画室長：　中学校・高等学校の外国語（英語）の教科については、受験者数は一定程度、いらっ

しゃいます。ただし、採用必要数が多いことから、必要数が採用しきれないという状況

が続いております。その一方で、教員免許状を所有しながら民間企業に就職していらっ

しゃる優秀な方もたくさんいらっしゃるのではないかというところで、専門性を有する

方を幅広く募集できるように、この特別選考の対象とさせていただくこととなったとこ

ろでございます。 

志 々 田 委 員：　ありがとうございました。免許を所有している方はたくさんいらっしゃるけれども、

欲しい人材数が多いので、採用が間に合っていないということですね。しかも、外国語

が得意であるということは、色んなビジネスの世界や職業を選ぶこともできますし、海

外で働いてみたかった方たちは、日本に帰ってきて（別のキャリアを歩む）など、色ん

なキャリアビジョンが思い浮かぶので、是非、そういった色んな経験を持った方たちか

ら子供たちに教えていただけるように、しっかりアピールしていただければと思います。

以上です。 

小 田 原 委 員：　社会人を対象とした取組に関してですが、社会人の方は、例えば年齢層とか、元の職

業とか、どういった属性の方が応募されることが多いのでしょうか。 

篠田教育長：　教員採用企画室長。 

迫教員採用企画室長：　年齢層は幅広くございます。若い方でも応募される方がいらっしゃいます。要件がご

ざいますので、民間企業において、そうした要件をクリアするのに十分な勤務実績のあ

る方で、各教科を指導することができる専門的な知識・経験を有する方等が対象として

考えておりますので、そうした方に応募していただければと考えております。 

小 田 原 委 員：　分かりました。ありがとうございます。 

河 田 委 員：　社会人を対象とした特別選考について、「採用必要数を充足できていない」科目（と
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して中学校の技術、中学校・高等学校の外国語（英語））が書いてありますが、これは

あまり幅を広げないというお考えでしょうか。現在、中々教員数が少ない中、この科目

の幅を広げるというお考えはないんでしょうか。 

迫教員採用企画室長：　基本的に採用試験は教員免許をお持ちの方を対象にした試験になりますので、原則と

して、教員免許をお持ちの方に来ていただきたいというところがございます。ただ、

様々な分野の方に来ていただくことで、子供たちの教育に広がりができたということも

ありますので、引き続き、どういった形が良いのかといったことは考えてまいりたいと

思っております。 

河 田 委 員：　うちの会社の中にも教員免許を持って仕事をしている者がいて、その者を引き抜かれ

ることもあるかもしれないと考えたりもしますが、対象となる科目が増えてくると、特

別選考を受験する方も増えてくるのではないかと思いました。（社会人を対象とした特

別選考というものの）発想は面白いと思います。 

中 村 委 員：　臨時的任用等教職経験者を対象とした特別選考の見直しで、「集団面接」から「個人

面接」に変更するというのは、先ほど、「一人一人の実践状況や人柄を丁寧に把握」と

説明がありましたが、簡単に言うと厳しめにするということですか。 

迫教員採用企画室長：　厳しくする、優しくするということではございません。元々、この特別選考では、一

定程度、現場経験のある受験者から、即戦力として活躍できる人材を確保するというこ

とでやってきておりましたけれども、集団面接にしてしまうと、どうしても一人の発言

時間が限られますので、ここ数年、受験者数が落ち着いてきたという状況もありまして、

より一人一人の状況を丁寧に見ることができる個人面接に変更したということでござい

ます。 

中 村 委 員：　今まさにおっしゃったように、臨時的任用等の教職経験がある方が採用試験を受ける

ケースが多いわけですけれども、それでも合格しない人が結構いますよね。正規職員で

はないので、中々研修を受けさせられないということも以前に聞いたような気がします

が、何かが足りないか、何かが適正として問題があるから不合格になると思うんですけ

れども、教職の現場で臨時的任用で働いていて、何年も続けて受けて何年も続けて落ち

る人もいるとも聞いたことがあります。正に究極のＯＪＴをしている状況で、それでも

何かが足りない人に対しても、日頃の指導や研修などを考える必要があるのではないか

と以前から思っているところがありますが、試験は試験、各学校での勤務は勤務として

切り離されているんでしょうか。フィードバックがどこまでできるかなど難しい面があ

るかもしれませんが、何が足りなくて試験に受からないのか、その足りないところを共

有して、その点の指導なり研修なり努力なりをして、より教員としてふさわしくなって

もらうという、その辺の働きかけがあってもいいのかと思うんですが、いかがでしょう

か。 

迫教員採用企画室長：　おっしゃられるように、何年も試験を受けられている方も実際いらっしゃると思いま

す。なぜ不合格になるのかというのは中々申し上げるのが難しい点もありますけれども、

現に学校で勤務していただいている方々でもありますので、臨時的任用者を対象とした

研修も県として実施しておりますが、学校の中でも、もう少しきめ細やかに研修や指導

できるような方法が何かないかということは今後考えていきたいと思います。 

中 村 委 員：　臨時的任用職員で「この働き方でいい」と思っている方は、それはそれで良いとは思

いますが、正規の教員を目指していて中々合格しないということがあれば、合格までの

差を埋めていく組織的努力があってもいいのではないかと思いました。何年も続けて合

格しないということは、何かが足りていないということだと思うので、志望しているに

も関わらず合格しないということであれば、そのままの能力で教員を続けていくという

ことは決して良いことではないと思いますので、全体の能力を上げていくという意味で

も、何かできることがあればやっていただいた方が良いと思います。以上、意見です。 

細 川 委 員：　御説明ありがとうございました。今年度から教員採用企画室という、教員を採用する

んだという熱意を感じられる部署を作っていただいたということで、たて４（２）①は

拡充なんですけれども、数年前に地元の信用金庫の新規採用者が挨拶した中に一人、元

教員という方がいらっしゃいました。教員を辞めて信用金庫に入ったという方がいらっ

しゃったんですけれども、ここに書かれているのは、民間企業の転職求人サイトに攻め

ていくということであると思うんですけれども、例えば、「守り」とか「待ち」とかい

うのではなく、「攻める」姿勢で積極的に求職・求人イベントを利用していただきたい

と思うんですけれども、「拡充」とありますが、具体的にはどういう取組を今まで以上

にされようとしているのかのお考えをお聞きしたいところでございます。 
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迫教員採用企画室長：　これまでも民間企業主催の就職イベントのブース出展などで、昨年度であれば体育会

系の学生を対象にしたイベントに入り込み、12月、２月にブース出展をしたりなど、広

島県の教育の特色や魅力を伝えることをやっております。転職フェアといったものにも

３月に参加するということで、取組をできるところから拡充して進めてきているところ

でございますので、チャンスがあれば今後とも拡充して進めていきたいと思っていると

ころでございます。 

細 川 委 員：　はい、ありがとうございました。単なる情報掲載だけではなく、良い方から目を向け

ていただく、その気になっていただくというのは非常に大変です。その方もどこかに勤

められているのですから、資料に書いてあります魅力や勤務条件等を今まで以上に発信

していただいて、教員という職について理解をしていただくとともに、そこに身を置い

てみようというお気持ちになられるような情報掲載等につなげていただきたいと思うん

です。そうでないと、河田委員もおっしゃっいましたが、民間企業の立場から言うと、

やはり大切な人員と思うんですけれども、マクロ的に見ると、教員に適している方は適

所で働いていただくのが良いのではないかと思いますので、更に強力に、遠慮せずにや

っていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。 

中 村 委 員：　私も学生志望者向けの新しいパンフレットを拝見して、すごく良くできていると思い

ました。そして条件面や給与等が載っていてそれを改めて見て感じたのが、決して低く

はないと思いました。それにも関わらず、募集人員が多いということもあると思います

が、志望者数が十分ではないと。それでこういう対策を打っていただいているのもいい

と思うんですが、やはり働き方改革とか採用増に向けていくためには、あらゆることが

関わってくると思いますので、そういったことを日々、改善していくということが大事

であるということを感じましたので、皆で改善していくことができれば良いと思いまし

た。 

篠田教育長：　ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

　はい、各委員から発言がありましたけれども、積極的に広報してより多くの受験者を

確保して、そして働き方改革を含めて次の世代に、より積極的に委ねられるように取組

の充実をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

　それでは、以上で本件の審議を終わります。 

　以上で、本日の会議の全ての日程を終了します。 

 

（13：26）
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篠田教育長：　それでは、ただいまから本日の会議を開きます。 

　直ちに日程に入ります。 

　まず、会議録署名者の件ですが、本件は、会議規則第20条の規定によりまして、私か

ら御指名申し上げます。 

　会議録署名者として、小田原委員及び河田委員を御指名申し上げますので、御承諾を

お願いします。ありがとうございます。 

　本日の会議議題はお手元のとおりです。 

　議題のうち、公開になじまないものがあれば、最後に回して審議したいと思いますが、

いかがいたしましょうか。 

細 川 委 員：　報告・協議２は個人情報を含む案件であるため、審議は非公開が適当ではないかと思

います。 

篠田教育長：　ほかに御意見はございませんでしょうか。よろしいですか。 

 

（　　な　　し　　） 

 

篠田教育長：　それでは、ただいまの細川委員の発議について採決いたします。 

　報告・協議２の広島県立学校生徒の死亡事案に関する第三者調査委員会調査報告書に

ついて、この件につきまして公開しないということに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（　全 員 挙 手　） 

 

篠田教育長：　全員賛成と認めます。 

　従いまして、本日の議題は報告・協議２を公開しないで審議することといたします。 

 

第１号議案　令和９年度に使用する教科用図書の採択基本方針について 

 

篠田教育長：　それでは、第１号議案、令和９年度に使用する教科用図書の採択基本方針について、

長尾義務教育指導課長、説明をお願いします。 

長尾義務教育指導課長：　令和９年度に使用する教科用図書の採択基本方針について提案いたします。 

　この教科用図書の採択基本方針については、４月17日（金）に行われた第１回教科用

図書選定審議会から答申を受け、提案するものであり、「１提案の要旨」に示しており

ますように、教科用図書の適正な採択を行うためのものでございます。 

　（１）は、県立学校で使用する教科用図書の採択の基本方針でございます。 

　（２）は、義務教育諸学校で使用する教科用図書の採択基本方針でございます。この

採択基本方針は、採択権者である市町教育委員会並びに国立及び私立の義務教育諸学校

の校長に対して、適切な指導、助言又は援助を行うためのものでございます。 

　なお、参考資料として、７ページに「教科用図書の採択について」、８ページに義務

教育諸学校の「教科用図書の検定・採択の周期」及び「基本的な採択の仕組み」、９ペ

ージに「学校教育法附則第９条第１項の規定による教科用図書、いわゆる一般図書につ

いて」、10ページに「令和８年度教科用図書採択日程」を添付しておりますので、後ほ

ど、御覧ください。 

　それでは、始めに令和９年度に県立学校で使用する教科用図書の採択基本方針につい

て、御説明いたします。 

　１ページの別紙１を御覧ください。 

　「１　採択基本方針」についてでございます。 

　「（１）採択の基本」については、教育基本法や学校教育法で明確に示された教育の

理念や目標及び学習指導要領に示された各教科の目標や内容等に則り、本県の児童生徒

に最も適切な教科用図書を採択することとしております。 

　「（２）適正かつ公正な採択の確保」につきましては、国の通知を受け、「ア　教科書

発行者等による宣伝行為等に影響されることなく、採択権者の判断と責任において、採

択における適正、公正を期すこと。」、「イ　特定の教科書発行者と関係を有する者が教

科書採択に関与することがないようにすること。」としております。 

　「（３）開かれた採択の推進」につきましては、採択結果及び採択理由について、こ

れまでどおり採択後、遅滞なく公表することとしております。 
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　また、教科用図書の研究のための資料や教育委員会会議の議事録についても、公表に

努めることとしております。その他開かれた採択を推進する観点から有用と思われる情

報の公表についても検討することとしております。 

　次に、「２　選定上の留意事項」についてです。留意事項は３点でございます。 

　１点目、（１）において、各学校が教科書選定会議等を設置し、県教育委員会が作成

した選定資料を参考にした調査研究に基づいて選定することとしております。 

　２点目、（２）において、いわゆる一般図書について、教育目標の達成上、教科の主

たる教材として適切なものを選定することとしております。 

　３点目、（３）において、特別支援学校の小・中学部で使用する教科用図書のうち、

いわゆる一般図書については、この後、御説明いたします「令和９年度に義務教育諸学

校で使用する教科用図書の採択基本方針について」の「２　方法、組織及び手続」の関

係部分に準じて行うこととしております。 

　続きまして、令和９年度に義務教育諸学校で使用する教科用図書の採択基本方針につ

いて、御説明いたします。 

　２ページの別紙２を御覧ください。 

　「１（１）採択の基本」では、県立学校の基本方針と同様に、教育基本法や学校教育

法で明確に示された教育の理念や目標及び学習指導要領に示された各教科の目標や内容

等に則り、本県の児童生徒に最も適切な教科用図書を採択することとしております。 

　さらに、採択権者においては、一般図書についてア～エの採択の観点に基づき、県教

育委員会が作成する選定資料を活用して、十分な調査研究を行うよう求めています。 

　「（２）適正かつ公正な採択の確保」、また、「（３）開かれた採択の推進」については、

県立学校の基本方針と同様に、「特定の教科書発行者と関係を有する者が教科書採択に

関与することがないようにすること。」や「採択結果及び採択理由について、採択後、

遅滞なく公表すること。」などとしております。 

　次に、「２方法、組織及び手続」を御覧ください。 

　採択権者が適切な採択を行うための方法等についてでございます。 

　小・中学校用教科書につきましては（１）にありますように、原則、令和７年度に採

択したものと同一の教科書を採択しなければならないと示しております。 

　学校教育法附則第９条第１項の規定による教科用図書の採択につきましては、（２）

イにありますように、各学校で、教科書選定会議等を設置し、教科用図書を種目ごとに

選定するとともに、選定理由書を採択権者に提出することとしております。 

　ここで御審議いただきました基本方針は、この後、それぞれの機関に通知し、これを

受けて各機関では、本格的な採択事務が始まることとなります。 

　選定審議会は、先日行いました第１回を含め計３回開催し、教育委員会会議では、進

捗状況や結果の報告など、随時行ってまいります。 

　説明につきましては、以上でございます。 

　御審議のほどよろしくお願いいたします 

篠田教育長：　ただいまの説明に対しまして、御質問又は御意見がありましたらお願いいたします。 

河 田 委 員：　教科書の採択基本方針の御説明ありがとうございます。私も今回これを見るのが初め

てなんですけれども、令和８年の方針ということで、昨年と比べて変わった点がもしあ

れば、御説明いただければと思います。 

長尾義務教育指導課長：　今年度は昨年度から大きな変更はございません。小学校用教科書及び中学校用教科書

の採択替えに関わる内容の記載を省いた基本方針となっております。それは今年度が、

小学校用教科書及び中学校用教科書の採択年度ではないからでございます。以上でござ

います。 

河 田 委 員：　はい、分かりました。 

志々田委員：　一番この手続にとって重要なのは、教科書を発行している発行者に関わりのある人材

が、こうした選定の作業に関わらないということを、きちんと手続上、確認していくと

いうことだと思うんですけれども、そういったことがないということを事前に確認の上

で委員を選定されると思うんですが、口頭の確認以外で何かやることがあれば教えてく

ださい。 

長尾義務教育指導課長：　おっしゃるとおり、適正かつ公正な採択の確保ということが重要な課題と認識してお

ります。選定審議会委員の選出方針につきましては、委員を選定する際、推薦依頼から

任命に至る過程において、三つのチェックを行っております。 

　まず１点目が、依頼文を提出する際、委員の選任に当たっての基本的な考え方の（５）
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に「教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者及び特定の教科書発行者と関係を有

する者は委員となることができない。」ということをまずは明記をしております。その

後、委員への内諾処理の際、委員がおっしゃったとおり、利害関係が無いこと及び関係

を有しない者であることを直接確認しております。こちらについては、担当者が本人に

確認いたします。併せて、承諾書を御提出いただきます。利害関係が無いこと及び関係

を有しないことを署名して提出いただくといった形で、適正・公正な採択の確保に努め

ているところでございます。以上でございます。 

志々田委員：　よく分かりました。安心しました。 

細 川 委 員：　御説明ありがとうございました。たて１（２）ア「教科書発行者等による宣伝行為等

に影響されることなく」という記述がございますが、「宣伝行為」というのは例えばど

ういった行為なのかということと、過去、こういう行為によって影響されたことがあっ

たのかということをお伺いしたいと思います。 

長尾義務教育指導課長：　宣伝行為の具体については、過去の事例で申し上げますと、そういった事例がござい

ませんので、具体についてはお話しすることはできませんが、想定されるところで申し

上げますと、例えば、教科書会社の方が、採択に関わる方のところに何か資料なり物品

なりを持って来てアプローチするなどといったことが想定されるかと考えているところ

でございます。以上でございます。 

細 川 委 員：　そういうことはないということなので、影響されたことはないと判断してよろしいで

しょうか。 

長尾義務教育指導課長：　おっしゃるとおりでございます。 

細 川 委 員：　分かりました。 

中 村 委 員：　是非、適正かつ公正な採択の確保をお願いしたいと私も思います。それから、今年は

小学校の教科書の検定の年になると思うんですが、デジタル化等を踏まえて教科書も随

分変わってきているようなのですけれども、これから先も含めて、採択の元になる、県

教委作成の選定資料を作っていくのにも工夫や苦労があるのではないかと思うんですが、

選定資料というのは、県立学校では毎年作っているということになるんでしょうか。 

長尾義務教育指導課長：　おっしゃるとおり、県立学校でも毎年作っております。 

中 村 委 員：　是非、どんどん新しくなっていっている教科書の特徴などを踏まえて、良い選定資料

を作っていただければと思いますので、よろしくお願いします。 

小田原委員：　１（３）の「開かれた採択の推進」というところで、「採択後、遅滞なく公表」とあ

りますが、これは具体的にどのような形で公表されるのでしょうか。 

長尾義務教育指導課長：　採択後、速やかに記者にリリースを行います。併せて、ホームページにも公開を行い

ます。以上です。 

小田原委員：　分かりました。ありがとうございます。 

篠田教育長：　ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

　それでは、以上で本件の審議を終わります。 

　採決に移ります。 

　原案に賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

 

（　全 員 挙 手　） 

 

篠田教育長：　全員賛成と認めます。 

　よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

報告・協議１　「今後の県立高等学校の在り方に係る実施計画」素案に係るパブリックコメント（県民意見募集）の結果について 

 

篠田教育長：　続きまして、報告・協議１、「今後の県立高等学校の在り方に係る実施計画」素案に

係るパブリックコメント（県民意見募集）の結果について、山内教育改革課長、説明を

お願いします。 

山内教育改革課長：　「今後の県立高等学校の在り方に係る実施計画」素案に係るパブリックコメント（県

民意見募集）の結果について、御説明いたします。 

　「別紙」資料を御覧ください。 

　「１　募集期間」にございますとおり、２月17日から３月18日にかけてパブリックコ
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メントを実施しました。 

　その結果、「２　意見提出者数等」にありますように、575人の方から917件の御意見

をいただきました。 

　これらの御意見につきまして、「広島県県民意見募集手続に関する指針」に基づきま

して、同じ趣旨の御意見、基本的な考えが類似している御意見等をとりまとめさせてい

ただきまして、42の項目に集約するとともに、それらに対する県の考え方・対応方針を

整理いたしました。 

　「意見の概要」が42項目と多岐にわたりますので、例示として、いくつかの項目をと

りあげて御説明いたします。 

　まず、１ページの１番でございます。 

　「広島県全体の将来ビジョンを見据え、人口減少や人口流出対策をはじめとする県全

体の施策との整合性を図ることが重要であり、これらを念頭に置いた上で、魅力的な教

育行政を実施してほしい。」という御意見に対しまして、その隣の「県の考え方・対応

方針」欄の最後の一文でございますが、「本計画の実施に当たっては、教育委員会だけ

でなく、関係部局、地域、産業界とも連携しながら取り組んでまいります。」という、

教育委員会としての考えをお示ししております。 

　続きまして、項目の３番を御覧ください。 

　「統合ではなく、教職員の負担軽減と教育環境の整備を進め、学校の特色づくりを強

化すべきである。」といった御意見に対して、対応方針欄の最後の一文にございますと

おり、「教職員の勤務環境の改善や教育施策の充実に努め、教育の質の向上に資する施

策を推進」するという考えをお示ししております。 

　続きまして、項目の４番を御覧ください。 

　「スケジュールありきで進めるのではなく、学校関係者や地域住民等への説明会の実

施など、意見交換を図り、納得を得た上で進めるべき」といった、丁寧な説明を求める

御意見をいただいております。 

　これに対しましては、これまでに学校関係者等に説明を行うとともに、御要望に応じ

て説明会を実施し、御意見を伺ってきたこと、それと合わせまして、令和６年３月の基

本計画策定から２年が経過しており、急速な社会の変化を見据え、県立高等学校の教育

環境の整備をできるだけ早期に推進したいという考えをお示ししております。 

　続きまして、２ページの項目の５番を御覧ください。 

　「再編整備の必要性が分かるデータを示すべき」という御意見に対して、データ資料

の追加を行うこととしております。 

　続きまして、４ページの項目の19番を御覧ください。 

　６番から18番までの項目で、様々な角度から、本計画に対する懸念や手法に関する問

題点の指摘をいただく一方で、この19番にありますように、「将来世代に質の高い教育

を維持するためには再編整備が不可欠であり、教育資源を集中して持続可能な教育環境

を整えるべきである」といった、本計画案に賛成の御意見もいただいていているところ

です。 

　続きまして、６ページの項目の36番を御覧ください。 

　20番以降、統合や学科改編による生徒への影響等に関する御意見が続いております。

この36番におきまして、「新設する学科の名称とそこで学べる教育内容がわかりにく

い。」といった御意見に対しましては、学科の特徴が伝わりやすい名称や、効果的な広

報の手法を検討するという考えをお示ししております。 

　その他の項目につきましても、いただいた御意見を踏まえながら、実施計画の策定に

向けて、引き続き検討してまいります。 

　説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いします。 

篠田教育長：　ただいまの説明に対しまして、御質問又は御意見がありましたらお願いいたします。 

志々田委員：　575人の方から917件という、たくさんの方の御意見をいただくことができて、これは

何が良いのかということよりも、たくさんの方たちで議論していくということが大事な

ことですので、これだけの意見を踏まえて、この先も議論が継続できることはとても良

いことではないかと思っておりました。もちろん厳しい御意見もあろうかと思いますが、

一方で、必要なことはきちんと進めていってほしいというお声も両方いただいており、

どちらが多いかというと批判も多いかとは思いますが、そういった声も届いているとこ

ろですので、関係各所と一緒にこの先も議論していっていただければと思います。一方

で、このパブリックコメントにつきまして、対応方針をきちんと示すということは大事
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ですが、それ以外に、どのような形で公表するのかということと、これを踏まえてまた

何か御意見がある場合には、どんな形で対話ができるのか、可能性としてあり得るのか

ということを教えてください。 

山内教育改革課長：　まさしくこの御意見も含めて、これまでにも地域での説明会ですとか、学校を通じて

の御要望をいただいておりますので、それらを踏まえて、今まさしく検討させていただ

いております。この後には、今のところ新たな御要望・御説明の希望までは入っていな

いんですけれども、御要望がありましたら、承ることになると思いますし、この期間を

超えても御要望のような形でいろいろいただいているところでございますので、それら

も含めてまさしく検討を進めさせていただいているところでございます。 

志々田委員：　御説明ありがとうございます。やはり、オープンな場できちんと議論をしていって、

皆が納得する形は中々見つけていくことは難しいかもしれませんが、県教委としてはオ

ープンな議論をしていく姿勢ということをきちんとアピールしながら、この先も誠実に

仕事をしていっていただけたらと思います。頑張ってください。 

小田原委員：　説明ありがとうございました。報道などでスケジュールを変更するようなしないよう

な、ということを聞いたんですが、今後の予定はどういう見通しになっているのでしょ

うか。 

山内教育改革課長：　今、これらの御意見を踏まえて、元々出させていただきました素案の修正を検討して

おります。その修正した内容につきましては、来月のこの教育委員会会議の場において

お諮りをしたいと考えております。 

小田原委員：　分かりました。ありがとうございます。 

中 村 委 員：　たくさんの御意見をいただいておりますし、その中で反対の御意見もたくさんあると

いうことを踏まえて、検討を進めていく必要があるんだろうと思います。そういった中

で、この御意見の中にもありますけれども、「再編整備の必要性が分かるデータを示す

べき」ということに対して、資料を追加する対応をするということですが、そもそも今

回の再編整備の前提として、現時点ではまだ良いけれども、10年後、15年後、20年後と

子供の数が激減していくということを踏まえての再編整備ということですけれども、そ

ういった先の環境というか、子供の数がこれだけ減るということへの御説明や理解が十

分共有されているのかどうか、報道等を見ていると疑問に思うところもあるんですが、

そういう環境が大きく変わっていくことへの共有や御理解いただくことをしっかりして

いただかないと、議論がかみ合わない。もちろん（学校が）あった方が良いという方が

多いと思いますし、そういう中での環境が変わるということを是非、しっかりと共有し

ていただくことがまず必要だと思いますが、この点はいかがでしょうか。 

山内教育改革課長：　実際にお子様の数というのははっきりと見えておりますので、例えば、現時点から比

べると、昨年度お生まれになったお子様は１万人くらい減っており、２万５千人が約１

万５千人になってしまうという実態がございますし、また、産業構造につきましても、

国の方で今後、理系人材、産業人材のミスマッチということも示されておりますので、

全国だけではなくて広島県においても同様のことが起こっているということをお示しで

きる資料なども追加させていただきまして、その上で、しっかりそういった内容につい

て御理解をいただけるように説明に努めていきたいと思っております。 

河 田 委 員：　皆さんの御意見はなるほどと思うこともありますし、中村委員がおっしゃられたよう

に、データでお示しする必要のある内容もあるなど、非常に難しい部分があると思いま

すけれども、納得をしていただくのは難しいとは思いますが、意見を出された方にはあ

る程度寄り添って粘り強く時間をかけてやっていただきたいということが一つと、もう

一つは再編について、再編がどうしてもクローズアップされていますが、魅力ある新し

い学科の設置など、未来志向的で明るい部分も是非、アピールしていただければ良いの

ではないかと、御意見として申し上げます。 

細 川 委 員：　御説明ありがとうございました。いろいろな御意見を賜りまして、いろいろなお考え

を聞かせていただいたところでありますけれども、全国都道府県教育委員連合会などに

出席しましても、本県だけこういう状況になっているのではなく、全国どこでもこうい

う、学校の在り方を考えなくてはならない状況になっているということを、各県の教育

委員からも教育長からもお聞きするんですけれども、その中でも他県は、こういう在り

方を考えるときに、地域の方や学校関係の方と十分協議を重ねて、その上で再編整備の

計画を作ったということを聞かせていただいているところですので、「３　県民意見募

集における意見の概要及び対応」の４の「スケジュールありきで進めるのではなく、」

という御意見を出された方の思いも分かるところでございますし、例えば13の「分校や
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キャンパス校などで存続させる選択肢もあるのではないか」にあるように、地域によっ

てその学校をどのようにするべきかということを、地域の方と丁寧にしっかり詰めてい

ただかないと、結論が出ないと思っております。その辺のところを、このパブリックコ

メントを踏まえて、今後、県教育委員会がどこまで地域の方の声をくみ取ることができ

るかに掛かっていると思いますので、しっかりそこの御対応をいただきたいと思ってお

りますが、いかがでしょうか。 

山内教育改革課長：　例えばですけれども、今、御指摘いただきました、13番のキャンパス校設置の御意見

なども直接承っているところでございますので、そういったところをどこまで我々が、

地域の皆様のお考えを踏まえつつ、納得やより喜んでいただける未来志向の学校を作っ

ていけるかということを課内で検討してきたいと思っております。 

細 川 委 員：　よろしくお願いします。 

篠田教育長：　そのほかいかがでしょうか。よろしいですか。 

　このパブリックコメントの御意見を踏まえて、現在継続して地元の自治体と協議をさ

せていただいているところでございます。引き続きそれらを踏まえ、高校時代の学びが

これからの人生に大きく影響を与えますので、未来志向で、しっかりとしたものになる

ようにまとめていくことができればと思います。また、先ほどスケジュールについて担

当課長からも言及がありましたけれども、来月の教育委員会会議でまたお諮りして、協

議をさせていただければと思いますので、是非よろしくお願いいたします。 

　それでは、以上で本件の審議を終わります。 

 

（13：34） 

 

篠田教育長：　続きまして、先ほど公開しないと決定した議案について審議を行いますので、傍聴の

方は御退席をお願いいたします。 

 

【非公開議題】 

報告・協議２　広島県立学校生徒の死亡事案に関する第三者調査委員会調査報告書について 

 

広島県立学校生徒の死亡事案に関する第三者調査委員会調査報告書について、協議した。 

 

（14：45） 


